令和８年度白鷹町企業立地促進事業費補助金交付要綱
（目的）
第１条　この要綱は、本町における企業の立地を促進し、雇用機会の拡大及び企業の育成を図るため、必要な奨励補助金の交付措置を講じ、もって産業の振興に資することを目的とする。

（用語の意義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（1） 事業所とは、営利を目的として土地、建物、機械装置等の設備を有し、常時従
業員を使用し、事業を営む施設又は町長が特に必要と認める事業を行う施設をいう。（２）事業者とは、事業所を設置し、日本標準産業分類（令和５年総務省告示第
２５６号。以下「産業分類」という。）に掲げる大分類のＥ製造業、Ｇ情報通信業、Ｈ運輸業，郵便業中４７倉庫業、Ｉ卸売業・小売業、Ｍ宿泊業・飲食サービス業中
７５宿泊業、その他町長が特に必要と認める事業を営む者をいう。
（３）新設とは、町内に事業所を有しない者が、新たに事業所を設置するものをいう。
（４）移設とは、町内の既設事業所を廃止し、新たな場所に事業所を設置するものを
いう。

（５）増設とは、町内に事業所を有する事業者が、既設の用地又は新たな場所で生産
能力を増加させるため事業を拡大するものをいう。
（６）事業統合とは、町内に事業所を有する複数の事業者が、各々の事業（生活イン
フラに関わる事業に限る。）の一部又は全部を統合するものをいう。
（７）投下固定資産額とは、事業所を新設、移設、増設又は事業統合するために要す
る固定資産（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３４１条第１項に規定する
固定資産をいう。）の取得価額（消費税及び地方消費税相当額、その他税を除く）をいう。　
（８）賃借する建物等の改修費とは、他者の所有する建物等を賃借し、事業所を新設、移設、増設又は事業統合するために要する改修費用をいう。ただし、当該改修に関し、国又は県の補助金等の交付を受ける事業に係る費用に限るものとする。
（９）雇用者とは、事業者が直接雇用する者とし、産業分類に掲げる大分類のＥ製造
業、Ｇ情報通信業、Ｈ運輸業，郵便業中４７倉庫業並びに町長が特に必要と認める
事業を営む者が雇用する者については、雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）
の規定に基づく雇用保険の被保険者であるものをいう。
（補助金の交付）
第３条　町長は、事業者が町内において新設、移設、増設又は事業統合を行うにあたって、第１条に規定する目的に合致すると認められる者（以下「補助事業者」という。）に対して、予算の範囲内において、白鷹町補助金等の適正化に関する規則（昭和５２年規則第５号。以下「規則」という。）及び本交付要綱の定めるところにより、補助金を交付するものとする。ただし、事業経営の維持が困難と認められる場合は、交付しないものとする。
（補助金の種類、補助金の額及び交付要件）
第４条　補助金の種類、補助金の額及び交付要件は別表１から別表４に定めるとおりとする。
２　別表１から別表３の「投下固定資産額」は、第２条第７号の定義を満たす事業にあっては、「賃借する建物等の改修費」と読み替えるものとする。

　３　別表１及び別表３に定める補助金の交付は、前回申請の年度から起算して５箇年以上経過している事業者に限るものとする。
４　別表１から別表４に定める補助金の交付は、事業が複数年にわたる場合は１度限りとする。
５　別表１に定める補助金の交付は、１度限りとし、過去に当該区分に相当する本補助金の交付を受けていない事業者に限るものとする。
（補助金の交付申請）
第５条　補助金の交付を受けようとする事業者は、町長が別に定める日までに、交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添付して、申請するものとする。
　（１）事業計画書（別紙１）
　（２）事業所概要（別紙２）
　（３）経営状況表（別紙３）
（４）国、県等の補助金等に係る書類（申請事業に関し、他の補助金等の交付を受け
る場合に限る）
　（５）その他、町長が必要と認める書類

２　町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、補助金を交付すべきものと認めた場合は、補助金の交付決定を行い、その旨を通知するものとする。

３　事業が２箇年度に渡って行われる場合等においては、事業計画協議書（様式第２号）に第１項の各号に掲げる書類を添付して町長に協議しなければならない。
４　町長は、前項の規定による事業計画協議書の提出があったときは、その内容を審査し、適合と認めるときは、事業計画協議書受領通知書（様式第３号）により通知するものとする。
５　前項の通知を受けた事業者が補助金の交付を受けようとするときは、事業完了年度に交付申請を行うものとする。
（事前着手）
第６条　補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付決定前に事業を実施する場合において、着手前に交付決定前着工届（様式第４号）を町長に提出したとき、又は、交付決定前着工届の提出が困難であるやむを得ない事由があると町長が認めるときはこの限りでない。
２　町長は、前項の規定による交付決定前着工届の提出があったときは、その内容を審査し、適合と認めるときは交付決定前着工届受領通知書（様式第５号）により通知するものとする。
（指定の申請）
第７条　別表４に定める補助金の交付を受けようとする者は、新設、移設、増設又は事業統合の着工前に事業指定申請書（様式第６号）に第５条第１項の各号に掲げる書類を添付して、申請するものとする。
２　町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、指定を決定したときは、事業指定書（様式第７号）により通知するものとする。
３　前項の通知を受けた事業者が補助金の交付を受けようとするときは、指定書に記載された補助金交付予定年度の５月３１日までに交付申請を行うものとする。

（計画変更の承認等）
第８条　規則第６条に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
　（１）補助対象経費の３割以内の増減

（２）補助目的の達成に関係しない程度の事業計画細部の変更
２　規則第６条の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更承認申請書（様式第８号）を町長に提出しなければならない。ただし、併せて補助金の変更交付を申請しようとする場合は、事業計画変更承認及び変更交付申請書（様式第９号）を提出するものとする。
（調査等）
第９条　町長は、補助金の交付を受けた補助事業者に対して、必要に応じて調査を行い、報告を求めることができる。
（補助金等交付決定の取り消し等に係る報告）
第１０条　賃借する建物等の改修に関し本補助金の交付決定を受けた事業者は、当該改修に係る国又は県の補助金等の交付決定の取り消しや返還命令があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

（取り消し等）
第１１条　町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させるものとする。

（１）虚偽の申請又は不正行為をしたとき

（２）交付の要件を満たすことができなくなったとき
（３）賃借する建物等の改修に関し本補助金の交付決定を受けた事業者が、当該改修に係る国又は県の補助金等の交付決定の取り消しや返還命令があったとき

（４）事業用地を目的外に使用したとき

（５）関係資料の提示及び調査等について、町長の指示に従わなかったとき

（６）町税を滞納したとき

２　前項第４号の効力期間は、操業開始後５箇年間とする。
（交付措置の承継）
第１２条　譲渡、相続、その他経営主体の組織変更等により承継された場合は、前所有者に対して行われた交付措置は、その承継人に対しても効力を有するものとする。

（状況報告）
第１３条　補助事業者（第５条第４項の事業計画協議書受理通知書又は第７条第２項の事業指定書の交付を受けた事業者を含む。）は、補助事業等の遂行の状況に関し報告を求められた場合には、町長が別に定める日までに、状況報告書（様式第１０号）に次の各号に掲げる書類を添付して、報告しなければならない。
　（１）事業遂行状況調書（別紙１）
　（２）その他、町長が必要と認める書類
（実績報告）
第１４条　補助事業者は、補助事業完了後２０日を経過する日、又は交付決定のあった日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、実績報告書（様式第１１号）に次の各号に揚げる書類を添付して、その実績を報告しなければならない。
　（１）事業成績書（別紙１）
　（２）収支明細を証するもの
　（３）その他、町長が必要と認める書類
（補助金の確定）
第１５条　町長は、前条の報告をうけたときは、書類を審査のうえ、必要に応じて現地調査を行う等により事業内容を確認し、適合と認めた時は、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
（概算払）
第１６条　町長は、補助事業者からの請求があり、かつ、必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

（帳簿類の整備）
第１７条　補助事業者は、補助金に係る経理については、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５箇年間保存しなければならない。

（環境保全措置）
第１８条　補助事業者は、事業所の建設等にあたっては、環境保全対策について町長の指示に従い、必要な措置を講じなければならない。

（委任）
第１９条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附　則

　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。

別表１
【補助金の額、交付要件】

	
	産業分類
	要　　　　件

（全ての要件を満たすこと）
	補助金の額

	新
設

	（１）Ｍ宿泊業・飲食サービス業中７５宿泊業


	（空き事業所使用含む）

・建物、機械設備等の投下固定資産額10,000万円以上。

・雇用者新規に３人以上。

	・建物、機械設備等の投下固定資産額に100分の20を乗じた額で3,000万円以内の額。
・白鷹町立地適正化計画における都市機能誘導区域に誘導施設を新設、増設、移設又は事業統合を行う場合は、3,000万円とする。

・補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

	
	（２）（１）以外


	（空き事業所使用含む）

・用地面積2,000㎡以上。
・建物、機械設備等の投下固定
資産額10,000万円以上。
・雇用者新規に１０人以上。

	

	移
設

	
	・用地、建物、機械設備等の投下固定資産額10,000万円以上。
・雇用者新規に３人以上。

	

	増
設

	
	・用地、建物、機械設備等の投下固定資産額10,000万円以上。
・雇用者新規に３人以上。

	

	事業
統合
	
	・用地、建物、機械設備等の投下固定資産額10,000万円以上。
・事業統合に伴う解雇を行わないこと。
	


注１　投下固定資産額は、当該事業に関し、国、県等の補助金の交付を受ける場合は、当該補助金額を控除した額とする。
別表２
【補助金の額、交付要件】

	
	産業分類
	要　　　　件

（全ての要件を満たすこと）
	補助金の額

	新
設

	（１）Ｍ宿泊業・飲食サービス業中７５宿泊業


	（空き事業所使用含む）

・建物、機械設備等の投下固定資産額5,000万円以上。

・雇用者新規に１人以上。

	・建物、機械設備等の投下固定資産額に100分の10を乗じた額で1,000万円以内の額。
・白鷹町立地適正化計画における都市機能誘導区域に誘導施設を新設、増設、移設又は事業統合を行う場合は、補助金の額に100分の50を乗じた額を加算する。

・補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

	
	（２）（１）以外


	（空き事業所使用含む）

・用地面積2,000㎡以上。
・建物、機械設備等の投下固定
資産額5,000万円以上。
・雇用者新規に１０人以上。

	

	移
設

	
	・用地、建物、機械設備等の投下固定資産額5,000万円以上。
・雇用者新規に１人以上。


	

	増
設

	
	・用地、建物、機械設備等の投下固定資産額5,000万円以上。
・雇用者新規に１人以上。


	

	事業
統合
	
	・用地、建物、機械設備等の投下固定資産額5,000万円以上。
・事業統合に伴う解雇を行わないこと。
	


注１　投下固定資産額は、当該事業に関し、国、県等の補助金の交付を受ける場合は、当該補助金額を控除した額とする。
別表３

【補助金の額、交付要件】

	
	産業分類
	要　　　　件

（全ての要件を満たすこと）
	補助金の額

	新
設

	（１）Ｍ宿泊業・飲食サービス業中７５宿泊業


	（空き事業所使用含む）

・建物、機械設備等の投下固定資
産額2,500万円以上。

・雇用者新規に１人以上。

	・建物、機械設備等の投下固定資産額に100分の10を乗じた額で500万円以内の額。
・白鷹町立地適正化計画における都市機能誘導区域に誘導施設を新設、増設、移設又は事業統合を行う場合は、補助金の額に100分の50を乗じた額を加算する。

・補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

	
	（２）（１）以外


	（空き事業所使用含む）

・用地面積2,000㎡以上。

・建物、機械設備等の投下固定資
産額2,500万円以上。

・雇用者新規に５人以上。

	

	移
設

	
	・用地、建物、機械設備等の投下固定資産額2,500万円以上。
・雇用者新規に１人以上。


	

	増
設

	
	・用地、建物、機械設備等の投下固定資産額2,500万円以上。
・雇用者新規に１人以上。


	

	事業
統合
	
	・用地、建物、機械設備等の投下固定資産額2,500万円以上。
・事業統合に伴う解雇を行わないこと。
	


注１　投下固定資産額は、当該事業に関し、国、県等の補助金の交付を受ける場合は、当該補助金額を控除した額とする。
別表４

【補助金の額、交付要件】

	
	産業分類
	要　　　　件

（全ての要件を満たすこと）
	補助金の額

	新
設

	（１）Ｍ宿泊業・飲食サービス業中７５宿泊業


	（空き事業所使用含む）

・建物、機械設備等の投下固定資
産額300万円以上。

・雇用者新規に１人以上。
	・固定資産税額相当額（過疎減免を除いた額）。
・継続利用可とし、最初に固定資産税を課されることとなる年度から３年以内を限度とする。ただし、白鷹町立地適正化計画における都市機能誘導区域に誘導施設を新設、増設、移設又は事業統合を行う場合は、５年以内を限度とする。

・補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

	
	（２）（１）以外


	（空き事業所使用含む）

・用地面積1,500㎡以上。

・建物、機械設備等の投下固定資
産額300万円以上。

・雇用者新規に１人以上。
	

	移
設

	
	・用地、建物、機械設備等の投下固定資産額500万円以上。
・雇用者新規に１人以上。


	

	増
設

	
	・用地、建物、機械設備等の投下固定資産額500万円以上。
・雇用者新規に１人以上。


	

	事業
統合
	
	・用地、建物、機械設備等の投下固定資産額500万円以上。
・事業統合に伴う解雇を行わないこと。
	


注１　投下固定資産額は、当該事業に関し、国、県等の補助金の交付を受ける場合は、当該補助金額を控除した額とする。
様式第１号
第　　　　　号

年　　月　　日

白鷹町長　　　　　　　　殿

　　　　　　　申請者　住所

氏名又は名称及び代表者名　　

　（署名又は記名押印）
令和８年度白鷹町企業立地促進事業費補助金交付申請書

　令和８年度白鷹町企業立地促進事業費補助金について、　　　　　　円を交付されるよう白鷹町補助金等の適正化に関する規則第４条及び令和８年度白鷹町企業立地促進事業費補助金交付要綱第５条第１項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

記

交付申請額　　　　　　　　　　　円（事業ごとの申請額は下表のとおり）
単位：円

	別表に掲げる区分
	補助事業に要する
経費
	補助事業費に補助率を乗じた額又は上限額のうち低いほうの額
	補助金申請額

	
	
	
	

	
	
	
	

	合　　計
	
	
	


　　添付書類
　　　・事業計画書（別紙１）
　　　・事業所概要（別紙２）
　　　・経営状況表（別紙３）
　　　・決算書（過去３期分）
　　・国、県等の補助金に係る書類（他の補助金等の交付を受ける場合に限る）
　・事業内容及び経費がわかる書類（カタログや設計図、見積書等）

別紙１
事　業　計　画　書

　事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　

	１　計画の目的
	

	２　計画の内容
（雇用、売上げ等の計画と施設整備計画等を記載する。）

	

	３　事業費の内訳及び資金計画
	

	４ 計画実施期間
	　　年　　月　　日　　～　　　年　　月　　日


別紙２
　　　　　　　　　　　　　　　　事業所概要
	　事業所名
	

	事業所所在地
	白鷹町大字
	電話番号
	FAX番号

	　代表者氏名
	

	　代表者住所
	白鷹町大字
	電話番号
	FAX番号

	　資本金
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円

	　従業員数
	　　　　　　名（内訳　正社員　　　名、非正規　　　名）

	　業務内容
	

	　売上高
	　　　　　　　　　　　　　千円（　　　　年　　月期）

	　主な取引先
	

	　補助事業
　担当者
　連絡先
	　　職

　　氏名
　　電話番号　　　　　　　　

　　FAX番号　




別紙３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　経営状況表
　事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　千円）
	　　　　期　別
項　目
	　　　第　　期
　　　年　月　日から
　　　年　月　日
	　　　第　　期
　　　年　月　日から
　　　年　月　日
	　　　第　　期
　　　年　月　日から
　　　年　月　日

	　売　上　高　　Ａ
	
	
	

	　経常利益  　　Ｂ
	
	
	

	　総資本    　　Ｃ
	
	
	

	　自己資本  　　Ｄ
	
	
	

	　流動資産  　　Ｅ
	
	
	

	　流動負債  　　Ｆ
	
	
	

	総資本経常利益率（%）（Ｂ/Ｃ×100）
　Ｂ＊ 100／Ｃ
	
	
	

	売上高経常利益率（%）（Ｂ/Ａ×100）
　Ｂ＊ 100／Ａ
	
	
	

	自己資本比率    （%）（Ｄ/Ｃ×100）
　Ｄ＊ 100／Ｃ
	
	
	

	流動比率        （%）（Ｅ/Ｆ×100）
　Ｅ＊ 100／Ｆ
	
	
	


＊　この資料は、過去３期の財務諸表により作成してください。また、過去３期分の決算報告書（創業間がなく未決算の事業所については、決算見込）を添付してください。
＊　金額は、百円の単位を四捨五入して、千円単位で記入してください。率は、小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位まで記入してください。
様式第２号

第　　　　　号

年　　月　　日

白鷹町長　　　　　　　　殿

　申請者　住所　　　　　　　　　　　　　　　　

　氏名又は名称及び代表者名　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（署名又は記名押印）
令和８年度白鷹町企業立地促進事業費補助金事業計画協議書
　令和８年度白鷹町企業立地促進事業費補助金交付要綱第５条第３項の規定により、次のとおり協議します。

記

単位：円

	別表に掲げる区分
	補助事業に要する
経費
	補助事業費に補助率を乗じた額又は上限額のうち低いほうの額
	事業計画協議額

	
	
	
	

	
	
	
	

	合　　計
	
	
	


　　添付書類
　　　・事業計画書（別紙１）
　　　・事業所概要（別紙２）
　　　・経営状況表（別紙３）
　　　・決算書（過去３期分）
　・事業内容及び経費がわかる書類（カタログや設計図、見積書等）

様式第３号

第　　　　　号

年　　月　　日

　申請者　住所　　　　　　　　　　　　　　　

　氏名又は名称及び代表者名　　　　　　　　殿

白鷹町長　　　　　　　　　　　　㊞　

令和８年度白鷹町企業立地促進事業費補助金事業計画協議書受領通知書
　　　年　　月　　日に提出のあった、令和８年度白鷹町企業立地促進事業費補助金事業計画協議書について、本事業費補助金交付要綱の主旨に合致しているものと認め、協議書を受領したので通知する。

　

様式第４号
　　年　　月　　日
白鷹町長　　　　　殿
申請者　住所
氏名又は名称及び代表者名　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（署名又は記名押印）
令和８年度白鷹町企業立地促進事業費補助金交付決定前着工届
　事業実施計画に基づく別添の事業について、別記条件を了承の上、交付決定前に着手することとしたので提出します。
記
１　計画の内容（抜粋）
２　着工予定日
３　事業終了予定日
４　交付決定前に実施する事由
別記条件

１　交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変の事由によって実施した事業に損失を生じた場合、これらの損失は事業実施主体が負担するものとする。
２　交付決定を受けた交付金額が、交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても異議がないこと。
３　着工から交付決定を受けるまでの期間においては、計画の変更を行わないこと。

様式第５号

第　　　　　号

年　　月　　日

　申請者　住所　　　　　　　　　　　　　　　

　氏名又は名称及び代表者名　　　　　　　　殿

白鷹町長　　　　　　　　　　　　㊞　

令和８年度白鷹町企業立地促進事業費補助金交付決定前着工届受領通知書
　　　　年　　月　　日に提出のあった、令和８年度白鷹町企業立地促進事業費補助金交付決定前着工届について、やむを得ない事由に合致しているものと認め、交付決定前着工届を受領したので通知する。
　なお、令和８年度白鷹町企業立地促進事業費補助金交付決定前着工届に記載のある別記条件について留意すること。

　

別記条件

１　交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変の事由によって実施した事業に損失を生じた場合、これらの損失は事業実施主体が負担するものとする。
２　交付決定を受けた交付金額が、交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても異議がないこと。
３　着工から交付決定を受けるまでの期間においては、計画の変更を行わないこと。

様式第６号

第　　　　　号

年　　月　　日

白鷹町長　　　　　　　　殿

　申請者　住所　　　　　　　　　　　　　　　　

　氏名又は名称及び代表者名　　　　　　　　

　　　　　（署名又は記名押印）
令和８年度白鷹町企業立地促進事業費補助金事業指定申請書
　令和８年度白鷹町企業立地促進事業費補助金交付要綱第７条第１項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。
記

（単位：円）
	最初に固定資産税を課されることとなる予定年度
	建物、機械設備等の投下固定資産額

	　　　　　　　年度
	　

	
	　

	合　　計
	


　　
添付書類
　　　・事業計画書（別紙１）
　　　・事業所概要（別紙２）
　　　・経営状況表（別紙３）
　　　・決算書（過去３期分）
　・事業内容及び経費がわかる書類（カタログや設計図、見積書等）

様式第７号

第　　　　　号

年　　月　　日

　
申請者　住所　　　　　　　　　　　　　　　

　氏名又は名称及び代表者名　　　　　　　　殿

白鷹町長　　　　　　　　　　　　㊞　

令和８年度白鷹町企業立地促進事業費補助金事業指定書

　　　　　年　　月　　日に提出のあった、令和８年度白鷹町企業立地促進事業費補助金事業指定申請書について内容が適正であると認め、指定申請書を受領したので下記のとおり通知する。
記
	補助金交付予定年度
	年度　　　

	
	年度　　　

	
	年度　　　

	
	年度　　　

	
	年度　　　


＊　本書の交付予定年度に限らず、実際に最初に固定資産税を課されることとなる年度から３年以内（白鷹町立地適正化計画における都市機能誘導区域に誘導施設を新設、増設又は移設を行う場合は５年以内）を限度とします。
＊　本書は補助金交付要件に合致することを確認するものであり、将来の補助金の交付を約束するものではありません。
様式第８号

年　　月　　日

白鷹町長　　　　　　　　殿
　　　　申請者　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称及び代表者名

　　　　　　　　　　　　　　　　　（署名又は記名押印）

令和８年度白鷹町企業立地促進事業費補助金に係る事業計画変更承認申請書
　　　　年　　月　　日付け指令第　　　　号で交付決定のあった上記補助金について、下記のとおり計画変更したいので、令和８年度白鷹町企業立地促進事業費補助金交付要綱第８条第２項の規定により承認を申請します。

記

１　変更の内容

２　変更の理由

３　添付書類　　

（１）事業計画書
（２）その他の書類
※交付申請時に提出した書類に変更がある場合当該変更にかかる書類を提出すること。

※（１）は様式第１号に準じて作成し、変更前と変更後が対比できるよう、変更前の内容を括弧書きで記載等すること。

様式第９号

第　　　　　号

　　年　　月　　日

白鷹町長　　　　　　　　　　　殿

　
申請者　住所

氏名又は名称及び代表者名
（署名又は記名押印）

令和８年度白鷹町企業立地促進事業費補助金に係る事業計画変更承認及び
変更交付申請書

　　年　月　日付け指令第　　　号で交付決定のあった標記補助金について、補助金　　　　　円を変更交付されるよう、令和８年度白鷹町企業立地促進事業費補助金交付要綱第８条第２項の規定により、申請します。

記

１　変更交付申請額
	別表に掲げる区分
	補助事業に要する
経費
	補助事業費に補助率を乗じた額又は上限額のうち低いほうの額
	補助金申請額

	
	
	
	

	
	
	
	

	合　　計
	
	
	


　　※変更前の金額を括弧書きで上段に記載し、変更後の金額を下段に記載すること。

　
２　変更の内容

３　変更の理由

４　添付書類　　

（１）事業計画書
（２）その他の書類
※　交付申請時に提出した書類に変更がある場合当該変更にかかる書類を提出すること。

※（１）は様式第１号に準じて作成し、変更前と変更後が対比できるよう、変更前の内容を括弧書きで記載等すること。

様式第１０号

第　　　　　号

年　　月　　日

白鷹町長　　　　　　　　殿

　　　　　申請者　住所

氏名又は名称及び代表者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（署名又は記名押印）　

令和８年度白鷹町企業立地促進事業費補助金状況報告書

　　　　　年　　月　　日付け指令第　　　　号（白商第　　　　号）で交付決定（第５条第４項の事業計画協議書受理通知書の交付）（第７条第２項の事業指定書の交付）のあった上記補助金について、令和８年度白鷹町企業立地促進事業費補助金交付要綱第１３条の規定により、関係書類を添えて報告します。

別紙１

事　業　遂 行 状 況 調 書
　事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　

	１　事業の目的
	

	２　事業の実施状況（雇用、施設整備の進捗状況等を記載する。）

	

	３　事業費の内訳及び資金の内訳
	

	４ 事業実施期間
	　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日


様式第１１号
第　　　　　号

年　　月　　日

白鷹町長　　　　　　　　殿

　　　　　　   　申請者　住所

　　　氏名又は名称及び代表者名　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（署名又は記名押印）
令和８年度白鷹町企業立地促進事業費補助金実績報告書

　　　　　年　　月　　日付け指令第　　　　号で交付決定のあった上記補助金について、　　　　年　　月　　日付けで完了しましたので、白鷹町補助金等の適正化に関する規則第
１３条及び令和８年度白鷹町企業立地促進事業費補助金交付要綱第１４条の規定により、
関係書類を添えて下記のとおりその実績を報告します。

記

補助金実績額　　　　　　　　　　　円（事業ごとの決算額は下表のとおり）
単位：円

	別表に掲げる区分
	補助事業に要する
経費
	補助事業費に補助率を乗じた額又は上限額のうち低いほうの額
	補助金実績額

	
	
	
	

	
	
	
	

	合　　計
	
	
	


　　添付書類
　　　・事業成績書（別紙１）
　　　・収支明細を証するもの

　　　・新たに従業員を雇用したことを証するもの
・その他

別紙１
事　業　成　績　書

　事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　

	１　事業の目的
	

	２　事業の内容及び効果


	

	３　事業費の内訳及び資金の内訳
	

	４ 事業実施期間
	　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日
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